
 

 
昭島市では、介護人材の確保及び定着並びに介護職員の資質の向上を目的として、介護職

員初任者研修または介護福祉士実務者研修課程を修了し、昭島市内の介護事業所に一定

期間従事した方に対し受講費用等を補助します。 

 

補助対象者 

以下の要件をすべて満たす方 

1. 令和７年４月１日以降に介護職員初任者研修または介護福祉士実務者研修を修了していること。 

2. 介護職員初任者研修または介護福祉士実務者研修を修了した日の翌日以降、３か月以上継続して昭島

市内の同一の介護事業所に介護職員として勤務し、申請時において引き続き勤務していること。 

3. 勤務先である介護事業所の運営法人等に直接雇用されていること。（派遣による勤務は不可） 

4. 受講費用について他の公的制度による補助を受けていないこと。 

 

※介護保険法に規定するサービスのうち、以下の介護（予防）サービスを提供する昭島市内の介護事

業所に勤務している方が対象となります。

 

 

 

 

 

 

 

※次の介護事業所は対象外です。 

（介護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビリテーション、（介護予防）居宅療養管理指導、（介護予防）福

祉用具貸与、特定（介護予防）福祉用具販売、居宅介護支援及び介護予防支援 

 

補助対象経費 

研修の受講料（教材費、実習に要した費用等を含む） 

※申請者本人が研修を実施した養成機関に支払った額のみが対象となります。振込手数料は対象となりま

せん。 

 

「介護職員初任者研修」「介護福祉士実務者研修」 

介護の資格取得にかかった費用を補助します 

○訪問介護 ○定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ○夜間対応型訪問介護 

○（介護予防）訪問入浴介護 ○（介護予防）通所介護 ○地域密着型通所介護 

○（介護予防）認知症対応型通所介護 ○（介護予防）通所リハビリテーション 

○（介護予防）短期入所生活介護 ○（介護予防）短期入所療養介護  

○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ○介護老人保健施設 

○介護医療院 ○（介護予防）特定施設入居者生活介護 

○（介護予防）認知症対応型共同生活介護 ○（介護予防）小規模多機能型居宅介護 

○看護小規模多機能型居宅介護 ○介護老人福祉施設 



 

補助金額 

介護職員初任者研修    上限 100,000 円 

介護福祉士実務者研修  上限 1５0,000 円 

※補助対象経費が上限額を下回る場合・・・・実費（1,000 円未満切り捨て） 

(例) 補助対象経費が 63,500 円の場合、補助金額は 63,000 円 

 
申請までの流れ 

１． 研修を受講 

２． 研修受講修了後、３か月以上継続して対象となる市内事業所に勤務 

３． 市に以下の書類を揃えて窓口へ提出もしくは郵送で交付申請 

① 昭島市介護職員初任者研修課程等研修費補助金交付申請書 

※様式は、昭島市ホームページよりダウンロードできます。(右記、二次元コード参照) 

② 研修を修了したことを証明する書類（研修を実施した養成機関が交付したものに限る。）の写し 

③ 申請者が支払った受講料に係る領収書の写し又はそれに類する書類 

４． 市から審査後、交付（不交付）決定通知書を送付 

５． 交付決定通知と同時に市が送付する交付請求書に必要事項（補助金振込先口座など）を記入し、市に提

出 

６． 市にて内容を確認後、補助額を口座に振込 

申請期限 

申請者が研修を修了した年度の翌年度の３月末日まで 

 

Ｑ＆Ａ 

Ｑ.昭島市民でない場合も、補助の対象となりますか。 

Ａ.補助の対象となります。ただし、昭島市内の介護事業所に勤務している必要があります。 

Ｑ.研修の修了前から勤務していても、補助の対象となりますか。 

Ａ.補助の対象となります。ただし、申請は、研修を修了した日の翌日以降、３か月を経過してから申請可

能となります。 

Ｑ.非常勤で勤務していますが、補助の対象となりますか。 

Ａ.補助の対象となります。ただし、派遣などで事業所に直接雇用されていない場合は対象となりません。 

Ｑ.クレジットカード払いのため、領収書が無い場合はどうすればよいですか。 

Ａ.他に支払の証明ができる書類が無い場合は、支払先に領収書の発行を依頼してください。 

【問い合わせ先】  昭島市保健福祉部介護福祉課 地域包括ケア推進係 

電話 ０４２－５４４－５１１１ （内線２１48・2149） 

 


